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居宅介護支援事業者が行う介護予防支援及び指定申請手続き 

 

１ 介護保険法改正前の状況 

   要支援者の介護予防サービス計画は、地域包括支援センター又は地域包括支援センターから委託

を受けた居宅介護支援事業所が作成しています。サービスの利用にあたり、利用者は地域包括支援セ

ンターと契約を締結しています。 

 

 

２ 法改正後の概要 

   市の指定を受けた居宅介護支援事業所は、要支援者に介護予防支援を提供できます。指定居宅介

護支援事業所は利用者と直接契約を締結します。契約書のひな型は別紙のとおりです。 

 

 

３ 介護予防サービス計画の種類と契約先 

介護予防支援 

サ
ー
ビ
ス 

✓ 訪問入浴介護 

✓ 訪問リハビリテーション 

✓ 訪問看護 

✓ 通所リハビリテーション 

✓ 短期入所 

✓ 福祉用具貸与 

 

 

 

 

 

 

 

【例 1】介護予防支援のみ 

訪問看護、訪問入浴 を利用 

 

 

 

【例 2】介護予防ケアマネジメントのみ 

訪問型サービス、通所型サービス を利用 

 

 

介護予防ケアマネジメント 

サ
ー
ビ
ス 

 

サービス・活動事業 

✓ 訪問型サービス 

✓ 通所型サービス 

○新指定居宅介護支援事業所と契約可能 

 

地域包括支援センターと契約 

 

地域包括支援センターが担当 

（居宅介護支援事業所が受託可能） 

 

指定居宅介護支援事業所と契約可能 

または 

地域包括支援センターと契約 

（居宅介護支援事業所が受託可能） 

 

 

地域包括支援センターと契約 

（居宅介護支援事業所が受託可能） 
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【例 3】介護予防支援と介護予防ケアマネジメント から 介護予防ケアマネジメントへ変わる場合 

 

変

更

前 

福祉用具貸与 と 通所型サービス を利用 

通所リハビリ と 訪問型サービス を利用 

 

変

更

後 

通所型サービス を利用  

訪問型サービス を利用 

 

 

４ 居宅介護支援事業所による介護予防支援の流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センターと契約 

※居宅介護支援事業所が受託可能 

地域包括支援センター 指定居宅介護事業所 

介護認定審査会後、市長寿福祉課から本人の

認定情報を受理する。 

本人が契約を希望する指定居宅介護支援事

業所に連絡する。認定情報を指定居宅介護支

援事業所へ提供する。 

 

介護予防支援利用の契約を締結する。 

アセスメント後、介護予防サービス・支援計画

表等を地域包括支援センターへ提出する。 介護予防サービス・支援計画表等の内容が

妥当か確認し、地域包括支援センターの欄

に意見記入、押印のうえ、指定居宅介護支援

事業所へ返す。 
サービス担当者会議。介護予防サービス・支援

計画表を利用者とサービス事業所へ交付。モニ

タリング。必要に応じて地域包括支援センター

へ助言を求める。 
指定居宅介護支援事業所からの相談に対応

し、必要な助言・指導を行う。 

指定居宅介護支援事業所と契約可能 

または 

地域包括支援センターと契約 

（居宅介護支援事業所が受託可能） 

 

 

本人の自宅を訪問し、本人のニーズや家族の生活状況等を確認する。 
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５ 単位数 

    介護予防支援費（I） 442単位（地域包括支援センターのみ）  

     介護予防支援費（Ⅱ） 472単位（指定居宅介護支援事業所のみ） 

 

 

６ 市の指定を受ける要件 

(1)居宅介護支援事業所の指定を受けていること。   

(2)管理者が主任介護支援専門員であること。 

(3)事業所ごとに 1人以上の必要な数の介護支援専門員を配置していること。 

(4)原則として地域包括支援センターからの委託による介護予防支援の業務実績がある居宅介護支援

事業所であること。 

 

 

７ 申請書類 

 ・指定申請書〔別紙様式第 2号(1)〕 

 ・指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項〔付表第 2号(12)〕 

・登記事項証明書 

・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表〔標準様式 1〕 

 ・事業所の平面図 

・運営規程 

・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要〔標準様式 5〕 

・関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容 

・誓約書〔標準様式 6〕 

・介護支援専門員一覧〔標準様式 7〕 

・管理者の主任介護支援専門員研修修了証の写し 

 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書〔別紙 3-2〕 

 ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表〔別紙 1-2-2〕 

 

  

８ 申請受付開始日 

  令和７年３月  日 

 

 

９ 申請受付期限 

   指定日は毎月初日の 1日。その 2か月前までの申請。 

 

 

１０ 申請書類の提出先 

     須賀川市 長寿福祉課 介護保険係 

       電 話：0248-88-8117 

       メール：kaigo@city.sukagawa.fukushima.jp 


